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新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書 
 

当社は、２０２２年４月に予定される株式会社東京証券取引所の市場区分の見直しに関して、本日

スタンダード市場を選択する申請書を提出いたしました。当社は、移行基準日時点（２０２１年６月

３０日）において、当該市場の上場維持基準を充たしていないことから、下記のとおり、新市場区分

の上場維持基準の適合に向けた計画書を作成しましたので、お知らせいたします。 

 

                     記 

 

１．当社の上場維持基準の適合状況及び計画期間 

当社の移行基準日時点におけるスタンダード市場の上場維持基準への適合状況は、以下のとおりと

なっており流通株式比率については基準を充たしておりません。当社は、流通株式比率に関しては２

０２５年３月までを目途にそれぞれ上場維持基準を充たすために各種取組を進めてまいります。 

 

 株主数（人） 流通株式数（単位） 流通株式時価 

総額（億円） 

流通株式比率（％）

当社の状況 

（移行基準日時点） 

１，９２９人 ２６，８６５単位 ３１億円 １９.０％ 

上場維持基準 ４００人 ２，０００単位 １０億円 ２５％ 

計画書に記載の 

項目 

  －     －    －  ○ 

※当社の適合状況は、東証が基準日時点で把握している当社の株券等の分布状況等をもとに算出を行

ったものです。 

 

 

 

 



 

 

 

 

２．上場維持基準の適合に向けた取組の基本方針、課題及び取組内容 

  当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するために、必要な資本政策を適時に

実行していく方針です。スタンダード市場における上場維持は、当社が投資対象として十分な流

動性とガバナンス水準を備えた会社であることを示すために重要であると認識しており、スタン

ダード市場の上場維持基準を充たすことを主な課題として、速やかに改善できるよう取り組んで

参ります。 

併せて、当社株式の魅力を高め、投資家の皆様に当社株式への投資を検討していただくことに

よって、上場維持基準への適合を目指して参ります。 

  当社では、かねてより当社グループの事業運営上結びつきの強い事業法人等との連携を重視し

た株主構成を基本として参りました。他方、昨今の株式市場環境に鑑み、今後も引き続き協力関

係を維持しつつ、株式持ち合いの是非を協議する等、流通株式の増加に取り組んで参ります。 

  既に、一部の事業法人等の株主様との間では、株式持ち合いの解消について合意し、着手を開

始しております。 

  また、当社株式の魅力を高める観点からは、株主の皆様のご期待に沿う安定的配当を継続して

実施する事も重要であると考えております。当社は、業績に応じた適正かつ安定的な利益配当を

基本としておりますが、設備合理化等への投資と財務体質健全化の為の内部留保確保を勘案しつ

つ、株主の皆様のご期待に沿う安定的配当の継続に引き続き努力して参ります。 

  なお、流通株式比率の上場維持基準を満たす完了時期については、２０２５年３月を目途とし

ておりますが、株主様の意見を尊重した上で協議を実施していくことから、目安となります。 

 

以  上 
 


